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令和７年(2025 年)１０月１０日 

厚 生 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 保 健 企 画 課 

 

 

(仮称)中野区受動喫煙防止対策条例の考え方について 

 

 

 （仮仮称中中野区受動喫煙防止対策条例の考え方について、以下のとおり取りま

とめたので報告する。 

 

 

１ 条例の考え方 

  区民の方の健康を守る観点から、受動喫煙防止対策を総合的かつ効果的に

推進し、誰もが快適に過ごせるまちづくりを実現するため、区、区民、事業者

のそれぞれの責務を明らかにするとともに、受動喫煙防止に向けた施策等に

ついて定める。 

 《項目》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※詳細は、別紙のとおり 

 

２ 意見交換会の実施 

日 時 場 所 

１０月３０日仮木中（１９時～ 鷺宮区民活動センター 

１１月 ２日仮日中（１０時～ 中野区役所 

１１月 ７日仮金中（１９時～ 南中野区民活動センター 

 

 

① 目的 

② 定義 

③ 区の責務 

④ 区民の責務 

⑤ 事業者の責務 

⑥ 公共の場所における喫煙の禁止等 

⑦ 喫煙場所に講ずべき措置等 

⑧ 指導 

⑨ 委任 
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３ 今後の予定 

  令和７年１２月     条例仮案中に盛り込むべき事項の決定 

              パブリック・コメント手続の実施 

  令和８年 ３月     第１回定例会に条例仮案中提案 

３月～９月  周知期間 

４月     公衆喫煙所設置助成の実施、巡回指導等の実施 

１０月     条例施行 
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（仮称）中野区受動喫煙防止対策条例の考え方 

 

 

１ 目的 

 

 

 

 

 

 

仮説明中 

〇 区、区民、事業者がそれぞれの責務を果たすことにより、受動喫煙防止措置

がより効果的なものとなり、区民の健康増進につながっていくものと考えま

す。 

 

２ 定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮説明中 

〇（喫喫煙「喫受動喫煙「は健康増進法（仮成成 14 年法律第 103 号中と同様の定義で

す。 

 

 

別 紙 

 この条例は、健康増進法の規定に基づき、受動喫煙による区民の健康への

影響を未然に防止するための区、区民及び事業者の責務を明らかにするとと

もに、公共の場所における喫煙の禁止等その他受動喫煙を防止するための措

置について定めることにより、区民の健康の増進等を図ることを目的とす

る。 

この条例における用語の意義は以下のとおりとする。 

① 喫煙とは、健康増進法に規定する喫煙をいう。 

② 受動喫煙とは、健康増進法に規定する受動喫煙をいう。 

③ 区民とは、区内に居住し、在勤し、又は在学する者その他区内に滞在し、

又は区内を通過している者をいう。 

④ 事業者とは、区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人を

いう。 

⑤ 公共の場所とは、道路、公園その他区が設置し、又は管理する施設の敷

地（区が指定した喫煙場所を除く。）をいう。 

⑥ 喫煙場所とは、区内において区民が喫煙をすることができ、又はたばこ

の吸い殻を捨てることができる場所として区長又は事業者が管理する場

所（特定屋外喫煙場所を除く。）をいう。 
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３ 区の責務 

 

 

 

 

仮説明中 

〇 区は受動喫煙防止に向けた必要な措置を総合的に推進することが求められ

ます。 

〇 また、区は、この条例内容の理解促進のため、率先して情報提供を行うとと

もに、区民や事業者の取り組みへの支援や、関係機関を含め、連携のための調

整を行います。 

 

４ 区民の責務 

 

 

 

 

仮説明中 

〇 区民は、受動喫煙を防止していくために、受動喫煙が人の健康に及ぼす影響

等について理解を深め、受動喫煙を生じさせないことが求められます。 

〇 また、区が推進する受動喫煙防止措置に協力いただくことが重要だと考え

ます。 

 

５ 事業者の責務 

 

 

 

 

 

仮説明中 

〇 事業者は、受動喫煙を防止していくために、受動喫煙が人の健康に及ぼす影

響等について理解を深め、事業活動を行うに当たって、受動喫煙防止に必要な

環境の整備に取り組むことが求められます。 

〇 また、区が推進する受動喫煙防止措置に協力いただくことが重要だと考え

ます。 

 

 

 区は、受動喫煙が生じないよう、受動喫煙防止措置を総合的に推進すると

ともに、受動喫煙防止措置の効果的な推進のため、区民、事業者及び関係機

関等と連携を図るものとする。 

① 区民は、受動喫煙による健康への影響等について理解を深めるととも

に、受動喫煙を生じさせることがないよう努める。 

② 区民は、区が推進する受動喫煙防止措置に協力するよう努める。 

① 事業者は、受動喫煙による健康への影響等について理解を深めるととも

に、事業活動を行うに当たって受動喫煙を生じさせることがないよう、受

動喫煙の防止に必要な環境の整備に取り組むよう努める。 

② 事業者は、区が推進する受動喫煙防止措置に協力するよう努める。 
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６ 公共の場所における喫煙の禁止等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮説明中 

〇 受動喫煙を防止していくために、公共の場所における喫煙を制限していく

ことが必要だと考えます。公共の場所は、道路、公園その他区が設置し、又は

管理する施設の敷地仮区が指定した喫煙場所を除く。中をいいます。 

〇 喫煙禁止場所以外の場所においても喫煙する際は、周囲の状況に配慮する

ことが必要だと考えます。公共の場所にいる区民に受動喫煙を生じさせない

ことへの配慮、要配慮者仮２０歳未満の者、妊婦等の受動喫煙による特に配慮

が必要な区民中へは公共の場所以外の場所にいる場合であっても受動喫煙を

生じさせないことへの配慮、点火されたたばこによる子ども等への危害を生

じさないことへの配慮をそれぞれ規定しています。 

 

７ 喫煙場所に講ずべき措置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 区民は、公共の場所において喫煙をしてはならない。 

② 区民は、禁煙場所以外の場所において喫煙をする際、公共の場所にいる

区民に受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する。 

③ 区民は、禁煙場所以外の場所において喫煙をする際、居室内で喫煙をす

ることにより当該居室内にいる２０歳未満の者、妊婦その他の受動喫煙に

よる健康への影響について特に配慮が必要な区民（以下「要配慮者」とい

う。）に受動喫煙を生じさせるおそれがあるときその他公共の場所以外の

場所にいる要配慮者に受動喫煙を生じさせるおそれがあるときは、当該要

配慮者に受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する。 

④ 区民は、禁煙場所以外の場所において喫煙をする際、点火されたたばこ

により子どもの身体等に危害を生じさせることがないよう周囲の状況に

配慮する。 

① 区長及び事業者は、その管理する屋外の喫煙場所について、当該喫煙場

所の周囲にいる区民に受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置

を講じるものとする。 

② 区長は、喫煙場所のうち当該喫煙場所の周囲にいる区民に受動喫煙を生

じさせることがないよう必要な措置が講じられていると認めるものを指

定喫煙場所として指定するものとする。 

③ 区長は、指定喫煙場所の指定をしたときは、その旨を告示するものとす

る。当該指定を取り消し、又は変更したときも、同様とする。 
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仮説明中 

〇 区、事業者が設置する屋外の喫煙場所については、周囲の区民に受動喫煙を

生じさせることがないよう必要な措置を講じるものとします。 

〇 受動喫煙を生じさせることがないよう必要な措置が講じられていると区長

が認めるものは指定喫煙所として指定し、指定・取り消し・変更の際には告示

します。 

 

８ 指導 

 

 

 

 

 

 

 

仮説明中 

〇 公共の場所で喫煙をした者及び事業者が管理する屋外の喫煙場所に受動喫

煙防止に必要な措置が講じられていない場合で、周囲の区民に受動喫煙を生

じさせないために必要があるときは、当該喫煙所を管理する事業者に対して

指導をすることができるものとします。 

 

９ 委任 

 

 

仮説明中 

〇 この条例の定め以外で条例の施行について必要な事項は、区長が規則等で 

定めるものとします。 

① 区長は、公共の場所で喫煙をした者に対し、必要な指導をすることがで

きるものとする。 

② 区長は、事業者が管理する屋外の喫煙場所について、受動喫煙防止に必

要な措置が講じられていない場合で、当該喫煙場所の周囲にいる区民に受

動喫煙を生じさせないために必要があると認めるときは、当該事業者に対

し必要な指導をすることができるものとする。 

 

この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 


